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一般競争入札の実施に係る事務処理について

道における入札及び契約に係る事務処理については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）

及び北海道財務規則の運用方針（昭和４５年４月１日付け局総第２３０号総務部長、副出納長通達

「北海道財務規則の運用について（依命通達）」）の規定によるほか、各種関係通達の定めるとこ

ろにより実施しているところですが、この度、一般競争入札に参加できる者の要件（以下「入札参

加資格要件」という。）の設定等に係る意思決定過程の明確化及び事務処理手続の統一化を図るた

め、別に定めるものを除くほか、次のとおり取り扱うこととしたので、事務処理を適切に行ってく

ださい。

記

一般競争入札の実施を決定するに当たって、次の表の左欄に掲げる内容に該当するときは、同表

の右欄に掲げる事項を記載した別記様式の書面を、当該一般競争入札の実施に係る決定書に添付す

るものとする。

工事の予定価格に対応する等級以外の等級 入札参加資格要件とする等級の区分及び工

に格付けされた者であることを入札参加資格 事の予定価格に対応する等級以外の等級に格

要件とする場合 付けされた者であることを入札参加資格要件

とする理由

単体企業又は特定建設工事共同企業体であ 対象工事が特定建設工事共同企業体を活用

ることを入札参加資格要件とする場合 する場合の基準である「大規模で技術的難度

の高い工事」に該当すると判断する理由

単体企業の入札参加を認めず、特定建設工 対象工事が特定建設工事共同企業体のみに

事共同企業体であることを入札参加資格要件 よる入札を認める場合の基準である「特に大

とする場合 規模で技術的難度の高い特殊な工事」に該当

すると判断する理由



上記に掲げる場合のほか、入札に付そうと 当該入札参加資格要件の内容及び当該入札

する契約に係る関係通達等の規定により設定 参加資格要件を設定する理由

することとされている要件以外の入札参加資

格要件を設定する場合

入札に付そうとする契約に係る関係通達等 入札参加資格要件の変更内容及び入札参加

の規定により設定することとされている要件 資格を変更する理由

の内容を変更して入札参加資格要件とする場

合

［関係通達]

○一般競争入札実施要領の制定について（平成８年６月１３日付け管理第３９１号農政部長、

土木部長、住宅都市部長、水産部長、林務部長、出納局長通達）

○制限付一般競争入札実施要領の制定について（平成１２年５月３１日付け建情第３６８号

農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）

○地域限定型一般競争入札実施要領の制定について（平成１２年８月１０日付け建情第８１８

号農政部長、水産林務部長、建設部長通達）

○建設工事共同企業体運用基準について（平成１３年３月２２日付け建情第２２８９号農政部

長、水産林務部長、建設部長通達）

○物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める要領の制定について（平成８年３月６日付け

局総第６８９号出納局長通達）

○一般競争入札及び指名競争入札の執行に係る様式の制定について（平成１６年４月１日付け

局総第１１５０９号出納局長通達）

（総務課財務制度グループ）



別記様式

一般競争入札の参加資格要件の設定等に係る理由等整理票

事 項 内 容 等 理 由

工事の予定価格に対応 ・等級の区分
する等級以外の等級に
格付けされた者の入札
参加

特定建設工事共同企業
体の入札参加

特定建設工事共同企業
体のみの入札参加

関係通達等の規定によ ・要件の内容
り設定することとされ
ている要件以外の入札
参加資格要件の設定

関係通達等の規定によ ・変更の内容
り設定することとされ
ている入札参加資格要
件の変更等

注１ 該当しない事項は、欄を削除すること。
２ 理由は、具体的かつ詳細に記載すること。


